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平成２５年度 東日本大震災の被災地で適用する漁港漁場関係工事積算基準 （Ｈ２５．１０．１）正誤表

掲 載 頁 ９月１２日発出版 今回訂正版 コメント

第３章４節 ２）型枠賃料の算定 ２）型枠賃料の算定

本体工 ａ×Ｐ ａ×Ｐ

4.3場所打式 鋼製型枠賃料単価＝ （円／ｍ２） （小数３位切捨て） 鋼製型枠賃料単価＝ （円／ｍ２） （小数３位切捨て）

3-4.3-8 Ａ Ａ

ａ：搬入型枠面積(ｍ２) ａ：搬入型枠面積(ｍ２)

Ｐ：１現場当り型枠賃料（円／ｍ２） Ｐ：１現場当り型枠賃料（円／ｍ２）

型枠１枚１日当り賃料×ｄ＋型枠１枚当り基本料 型枠１枚１日当り賃料×ｄ＋型枠１枚当り基本料

型枠１枚当り面積 （小数３位切捨て） 型枠１枚当り面積 （小数３位切捨て）

ｄ：型枠供用日数(日) ｄ：型枠供用日数(日)

※供用日数が30日未満の場合は30日とする。 ※供用日数が30日未満の場合は30日とする。

ｄ＝Ｃm×サイクル数＋搬入・搬出日数(2日) (小数１位切上げ) ｄ＝Ｃm×サイクル数＋搬入・搬出日数(2日) (小数１位切上げ)

Ａ：型枠全面積(ｍ２) Ａ：型枠全面積(ｍ２)

・１サイクル当り供用日数の算定 ・１サイクル当り供用日数の算定

Ｃm＝(Ｃm'－Ｋ)×Ｍ＋Ｋ (小数２位四捨五入) Ｃm＝(Ｃm'－Ｋ)×Ｍ＋Ｋ (小数２位四捨五入)

Ｃm ：１サイクル当り供用日数(日) Ｃm ：１サイクル当り供用日数(日)

Ｋ ：養生日数(2日) Ｋ ：養生日数(2日)

Ｍ ：陸上施工の場合；1.65 Ｍ ：陸上施工の場合；1.65

海上施工の場合；α(供用係数) 海上施工の場合；α(供用係数)

Ｃm'：１サイクル当り基本日数(日) Ｃm'：１サイクル当り基本日数(日)

内 容 型枠組立 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 養 生 型枠外し Ｃm' 内 容 型枠組立 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 養 生 型枠外し Ｃm'

日 数 3.0 1.11 2.22 1.0 7.0 日 数 3.0 1.11 2.0 1.0 7.11

第３章８節 ２）コンクリート100ｍ３当り打設歩掛(b) ２）コンクリート100ｍ３当り打設歩掛(b)

消波工
3-8-5

ブロック実質量(t) ブロック実質量(t)

名 称 単位 2.5以下 2.5を超えて 5.5を超えて 11.0を超えて 25.0を超えて 50.0 摘要 名 称 単位 2.5以下 2.5を超えて 5.5を超えて 11.0を超えて 25.0を超えて 50.0 摘要
5.5以下 11.0以下 25.0以下 50.0以下 を超える 5.5以下 11.0以下 25.0以下 50.0以下 を超える

世 話 役 人 1.78 1.78 1.78 1.00 0.78 0.78 世 話 役 人 1.78 1.78 1.78 1.00 0.78 0.78

特 殊 作 業 員 〃 3.22 3.22 3.22 2.00 1.67 1.56 特 殊 作 業 員 〃 3.22 3.22 3.22 2.00 1.67 1.56

普 通 作 業 員 〃 5.33 5.33 5.00 3.89 3.00 2.78 普 通 作 業 員 〃 5.34 5.34 5.00 3.89 3.00 2.78
(1.78) (1.78) (1.44) (1.11) (0.67) (0.67) (1.78) (1.78) (1.44) (1.11) (0.67) (0.67)

ﾗ ﾌ ﾃ ﾚ ｰ ﾝ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 日 2.56 2.00 1.89 － － － ﾗ ﾌ ﾃ ﾚ ｰ ﾝ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 日 2.56 2.00 1.89 － － －

ｸ ﾛ ｰ ﾗ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 日 － － － 1.33 0.89 0.67 ｸ ﾛ ｰ ﾗ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 日 － － － 1.33 0.89 0.67

注）1.上記により難い場合は、別途考慮する。 注）1.上記により難い場合は、別途考慮する。

2.普通作業員欄の下段( )書きは、一般養生にかかる人数で内数。 2.普通作業員欄の下段( )書きは、一般養生にかかる人数で内数。

3.一般養生とは、むしろ、シート掛け、養生剤程度のものである。 3.一般養生とは、むしろ、シート掛け、養生剤程度のものである。

4.給熱養生の必要がある場合は別途考慮する。その場合は一般養生にかかる普通作業員を除き 4.給熱養生の必要がある場合は別途考慮する。その場合は一般養生にかかる普通作業員を除き

別途加算する。 別途加算する。

5.クレーンの機種・規格は、「本節 ２－１－４－２ 製作クレーンと製作転置クレーン」に 5.クレーンの機種・規格は、「本節 ２－１－４－２ 製作クレーンと製作転置クレーン」に
よる。 よる。
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平成２５年度 東日本大震災の被災地で適用する漁港漁場関係工事積算基準 （Ｈ２５．１０．１）正誤表

掲 載 頁 ９月１２日発出版 今回訂正版 コメント

第３章１６節 ２）コンクリート100ｍ３当り打設歩掛(b) ２）コンクリート100ｍ３当り打設歩掛(b)

魚礁工

3-16-5 ブロック実質量(t) ブロック実質量(t)

名 称 単位 2.5以下 2.5を超えて 5.5を超えて 11.0を超えて 25.0を超えて 50.0 摘要 名 称 単位 2.5以下 2.5を超えて 5.5を超えて 11.0を超えて 25.0を超えて 50.0 摘要

5.5以下 11.0以下 25.0以下 50.0以下 を超える 5.5以下 11.0以下 25.0以下 50.0以下 を超える

世 話 役 人 6.67 6.33 6.00 4.89 2.89 1.33 世 話 役 人 6.67 6.33 6.00 4.89 2.89 1.33

特 殊 作 業 員 〃 8.44 8.11 7.56 6.22 3.67 1.67 特 殊 作 業 員 〃 8.44 8.11 7.56 6.22 3.67 1.67

普 通 作 業 員 〃 15.11 14.56 13.56 11.11 6.67 3.11 普 通 作 業 員 〃 15.11 14.56 13.55 11.11 6.67 3.11

(1.78) (1.78) (1.44) (1.11) (0.67) (0.67) (1.78) (1.78) (1.44) (1.11) (0.67) (0.67)

ﾗ ﾌ ﾃ ﾚ ｰ ﾝ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 日 5.22 5.11 4.78 － － － ﾗ ﾌ ﾃ ﾚ ｰ ﾝ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 日 5.22 5.11 4.78 － － －

ｸ ﾛ ｰ ﾗ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 〃 － － － 4.00 2.67 1.56 ｸ ﾛ ｰ ﾗ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 〃 － － － 4.00 2.67 1.56

注）1.上記により難い場合は、別途考慮する。 注）1.上記により難い場合は、別途考慮する。
2.普通作業員欄の下段( )書きは、一般養生にかかる人数で内数。 2.普通作業員欄の下段( )書きは、一般養生にかかる人数で内数。
3.一般養生とは、むしろ、シート掛け、養生剤程度のものである。 3.一般養生とは、むしろ、シート掛け、養生剤程度のものである。
4.給熱養生の必要がある場合は別途考慮する。その場合は一般養生にかかる普通作業員を除き 4.給熱養生の必要がある場合は別途考慮する。その場合は一般養生にかかる普通作業員を除き

別途加算する。 別途加算する。
5.クレーンの機種・規格は、「本節 2-4-2 製作クレーンと製作転置クレーン」による。 5.クレーンの機種・規格は、「本節 2-4-2 製作クレーンと製作転置クレーン」による。

以下余白


